
令和６年第２回
○○地域ブロック会議

１．自主財源の確保

・市町村アンケートの結果（広告、ネーミングライツ、基金運用、ふるさと納税等）

・固定資産税（償却資産）

２．地域活性化

・市町村アンケートの結果（観光、まちづくり、自治会加入促進等）

３．消費生活センターの共同処理
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はじめに

■自主財源の確保・地域活性化について
●現在府で取り組んでいる、「基礎自治機能充実強化基本方針」の策定にあたり、市町村にお聞きした課題
として、「人材確保」や「公共施設の最適配置」のほか、「自主財源の確保」と「地域活性化」等があった。

●「自主財源の確保」への課題認識

・地域や人口規模を問わず、ふるさと納税への課題が多い

・生産年齢人口の減少などによる自主財源の減少、独自の住民サービスが継続できないおそれ

●「地域の活性化」への課題認識

・地域や人口規模を問わず、観光など魅力発信に関する課題が多い

・小規模な団体ほど、自治会への加入率低下や担い手育成が課題

■消費生活センターの共同処理
●社会経済が一層高度化、デジタル化、グローバル化し、消費者を取り巻く環境が複雑化している

●高齢化も進み、また消費者自身による解決も難しい問題も増加し、相談需要が高まる

●消費生活相談業務に投入するヒト・モノ・カネが一層限られる

●全国的には、既に共同処理（広域連携）による取組例がある

⇒各団体での今後の取組の参考にしていただけるように、取組事例等を紹介



１．自主財源の確保
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広告事業の実施状況
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■アンケートを実施した42団体のうち、42団体で広告事業を実施（100％）

広報誌関連
36団体

（85.7％）
61～20,430千円

ホームページ関連
28団体

（66.7％）
50～1,436千円

案内板・案内地図関連
16団体

（38.0％）
50～2,700千円

封筒関連
13団体

（31.0％）
25～1,090千円

窓口番号案内表示システム関連
9団体

（21.4％）
30～1,452千円

バス関連
９団体

（21.4％）
4～46,000千円

デジタルサイネージ関連
７団体

（16.7％）
1,500千～4,510千円

公用車関連
7団体

（16.7％）
30～720千円

＜実施している団体が多かった広告＞

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケートに基づき市町村局で作成

※広告収入の内訳が記載のカテゴリーで示さしている金額にて作成

家庭用指定袋（家庭用ごみ袋） 八尾市 3,000千円

エレベーター関連
富田林市
河内長野市

644千円
158千円

マンホール蓋 大東市 （令和6年度見込額）120千円

雑誌スポンサー制度 富田林市 172千円

＜その他の広告例＞
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■アンケートを実施した42団体のうち、18団体でネーミングライツを実施（42.9％）

ネーミングライツの実施状況

運動施設
11団体（26.2％）

※実施しているが応募がない団体 1団体
100～7,700千円

文化ホール
9団体（21.4％）

※実施しているが応募がない団体 3団体
50～17,020千円

図書館
5団体（11.9％）

※実施しているが応募がない団体 1団体
90～700千円

公園
9団体（21.4％）

※実施しているが応募がない団体 3団体
500～3,624千円

道路（通り）
2団体（4.8％）

※実施しているが応募がない団体 1団体
100千円

橋梁
3団体（7.1％）

※実施しているが応募がない団体 3団体
－

歩道橋
７団体（16.7％）

※実施しているが応募がない団体 3団体
235～2,992千円

その他
10団体（23.8％）

※実施しているが応募がない団体 1団体
83～220,000千円

＜ネーミングライツの実施状況＞

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケートに基づき市町村局で作成



基金運用の実施状況
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■アンケートを実施した42団体のうち、39団体で基金運用を実施（92.9％）

公共債のみ
16団体

（38.1％）

100～36,000千円
（0.03～1.032％）

公共債＋一般担保付社債
7団体

（16.7％）

800～71,919千円
（0.43～1.8％）

定期預金
8団体

（19.0％）

１～10,327千円
（0.002～0.058％）

その他
8団体

（19.0％）

2,337～86,764千円
（0.07～1.175％）

未運用
3団体

（7.1％）
－

＜基金運用の実施状況＞

【公共債】
国債・地方債・政府機関債

【一般担保付社債】
他の債権よりも優先して弁済される債権
（特別法に基づいて発行される電力債、NTT債、東京地下鉄債、JMF（地方公共団体金融機構）債など）

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケートに基づき市町村局で作成

※その他…「定期預金＋公共債」「定期預金＋公共債＋一般担保付社債」「一般会計繰替」「一般担保付社債のみ」など

■基礎自治機能の充実・強化に向けた支援に関する連携協定を締結している野村證券が実施する「債券基礎研修」
＜債券運用担当者向け研修（野村證券）＞

令和６年度 ４月23日～４月25日 債権の基礎、国債、地方債、財投機関債、電力債、社債、劣後債、約定までの手続きなど

令和５年度
10月17日～10月19日 債権の基礎、国債、地方債、財投機関債、電力債、社債、劣後債、約定までの手続きなど

５月23日～５月25日 債権の基礎、国債、地方債、財投機関債、電力債、社債、劣後債、約定までの手続きなど
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ふるさと納税、企業版ふるさと納税の取組・工夫

民間アドバイザーの協力を
得て、本市特産品大野ぶどうを
活用した特産品の開発を検討
している。

大阪狭山市

＜企業版ふるさと納税について＞
寄附額増加の取り組みとして、企業のニーズや課題に応じ

た事業を展開している。例えば、企業版ふるさと納税制度で
は本社が所在する自治体への寄附はできないが、本市が実施
するこども食堂支援事業では寄附企業が支援するこども食堂
の地域を指定することができる。これにより、本社所在地へ
の直接的な支援が可能となる。

泉佐野市
お礼品には町のインスタグラムのQRコード等を記載した

お礼状を同封し、寄附者とつながりを持てるようした結果、
インスタグラムのフォロワーが令和4年度末と比較し約2.3倍
となった。

能勢町

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケート及び各市町のHP等に基づき市町村局で作成
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その他

・ホテル誘致による賃料収入
・ごみ処理施設での高効率ごみ発電導入による売電収入
・市営バスオリジナルグッズの販売
⇒合計約４．３億円（令和５年度）

下水道事業のイメージアップ及び保有財産の有効活用を図
るため、交換や撤去により役目を終えた鉄製のマンホール蓋
を1枚3,000円で販売しており、令和5年度は9枚、令和6年
度は8枚販売した。

・LINEスタンプ分配金収入（羽曳野市ご当地キャラクター
つぶたんのLINEスタンプ作成・販売し、得られる分配金
[売り上げ金の一部]収入）

・ふるさと納税返礼品パンフレットの作成、周知、市外で
の各種イベントでの周知、企業版ふるさと納税の開始

・デジタル住民票NFT販売
・受益者負担の適正化に向けた
取り組みとして、手数料・
使用料の見直しを４年に１回
行っている。

・利用予定のない町有地の売却
⇒令和５年度実績：６筆 52,191千円

・KSI官公庁オークションにて
廃車予定だった消防車及び救急車を売却

⇒令和５年度実績：1,979千円

高槻市 羽曳野市

枚方市

太子町

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケート及び各市町のHP等に基づき市町村局で作成

※掲載写真は、ご購入いただいた方々の活用事例（作品）です。
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固定資産税（償却資産）

固定資産税 償却資産とは

飲食店

厨房設備、
冷凍冷蔵庫、
接客用家具など

工場

製造設備、
受変電設備など

不動産賃貸業
門、塀、
駐車場設備、
外構工事など

Ｒ
５
年
度
（
府
内
合
計
）

区分 収入済額（百万円） 構成比（％）

税収計 1,778,816 100.0

市
町
村
民
税

個人 612,991 34.5

法人 172,869 9.7

計 785,860 44.2

固
定
資
産
税

土地 284,050 16.0

家屋 329,632 18.5

償却資産 99,978 5.6

計 713,660 40.1

例

• 税収の割合：全体の５.６％

償却資産特有の課題…
 土地・家屋と異なり、所有者からの申告に基づき賦課
徴収（登記がない）

申告にありがちな事象
×申告されない
申告が必要なことを知らないetc…

×申告誤りや過少申告
申告書の記載ミスや計算ミスetc…

申告を促す広報や課税調査など

適正課税に向けた取り組みが必要

取り組み状況
 適正申告の促進支援 税理士会や納税協会と連携した広報展開

（府内３０市町村と共同広報を展開 順次拡大中）

 調査ノウハウ向上支援 市町村職員意見交換会の開催

地道な取組の積み重ねで

財源確保へ

 課税の対象：土地・家屋以外の「事業の用に供することが
できる資産」

市町村ハンドブック 令和６年11月．（公財）大阪府市町村振興協会発行 より

建設業

パワーショベル、
発電機など



２．地域活性化
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東海道56番目の宿場町として栄えた歴史を踏まえ、市民や観光

客が気軽に立ち寄り観光情報に触れることのできる現代版「枚方
宿」をイメージした観光案内所「Syuku56（シュクゴジュウロ
ク）」を、令和6年9月に枚方市駅直結の枚方モール１階にオープ
ンさせた。

＜地域活性化ブランド戦略＞
地域の魅力を発掘・発信する戦略を展開

し、観光客や新しい住民の誘致を図るため、
インスタグラムを週１回更新。
また令和６年度高石シーサイドフェスティ
バル（花火大会）では、市内外から
約５万人の方が訪れた。

DMO（東大阪ツーリズム振興機構）が

主体となって、伝統ある神社でのイベント
を通じて東大阪の魅力に触れてもらうこと
を目的とし、枚岡神社でライトアップ
イベント 『夏灯しの夢まつり～あかりに
願いを込めて～』を開催。
２日間でおよそ4,300人が来場。

環濠北部エリアにある歴史的建築物等を活用した飲食・物販・

展示観覧・宿泊施設に対し、観光受入環境整備に係る補助金を交
付する取組を令和5年度から実施。令和5年度は、堺の伝統産業で
ある刃物づくり体験ができる物販施設、飲食のテイクアウト施設、
展示観覧施設など5件の整備が行われた。物販施設の売り上げも
堅調で、新規出店が地域にインパクトを与えており、メディアや
雑誌等にも取り上げられ、遠方からの来客にもつながっている。

観光分野における地域活性化の取組

高石市

東大阪市 堺市

11大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケート及び各市のHP等に基づき市町村局で作成

枚方市
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まちづくり分野における地域活性化の取組

＜エリアの活性化＞
学校跡地や児童センター跡地を民間事業者に貸付、活用

していただくことにより、エリアの活性化や課題解決等に
つながっている。また、市内で最も利用者が多いにも関わ
らずうまく活用できていなかった駅前エリアにおいて、
民間事業者が定期的にナイトマーケットを開催することに
より、賑わい創出につながっている。

令和３年１月に金剛地区の空施設（UR都市機構所有）を活用
し、本市とUR都市機構で「∞KONROOM（インフィニット
コンルーム）」という拠点施設を共同設置した。拠点ではコ
ロナ渦のライフ・ワークスタイルの変化を踏まえ、多様な世
代が働き、学び、交流できる場として、「コワーキングス
ペース」「自習・学習スペース」「会議スペース」「休憩ス
ペース」「情報発信の場」を主な機能とし、地域の声やニー
ズを取り入れながら、地区の魅力向上に資する取組をモデル
的に展開している。これらの運営に
よって、施設利用者は年々増加し、
施設主催のイベント集客にも
つながっているため、金剛地区の
再生・活性化に寄与している。

大東市 富田林市

大東ズンチャッチャ夜市：３～11月の毎月最終水曜に開催
約50の飲食店や物販店が出店

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケート及び各市のHP等に基づき市町村局で作成
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自治会加入促進の取組

転入届出時には、直接、転入者に対し、自治会加入促進チ
ラシを配布するとともに、不動産取引関係団体と自治会加入
促進にかかる連携協定を締結しており、不動産仲介業関係団
体や開発事業者等とも連携し自治会加入促進チラシの配布を
依頼している。
また、毎年「自治会ハンドブック」を作成し、自治会活動

を進めるうえで参考になるような情報をまとめて、発信して
いる。加入促進のための加入案内チラシのひな型や想定質問
等を掲載している。
更に、自治会活動のデジタル化を支援しており、スマホ教

室の開催（R４～）、電子回覧板機能を備えた自治会交流ア
プリの導入支援（R5～）を行っており、自治会活動の役員
負担軽減を図り、担い手の開拓に繋げている。

河内長野市
・活動促進袋(家庭用指定ごみ袋)の無料配布。町会(自治会)
加入世帯に、毎月の広報誌配布時に同時配布(複数人世帯
30ℓ袋8枚・単身世帯10ℓ袋8枚)。活動促進袋製造等の
費用を泉佐野市町会連合会へ補助金交付。

・町会(自治会)新規加入世帯へ地域ポイント(さのぽ)5,000
ポイント進呈。

・加入勧奨活動に対する町会(自治会)へのインセンティブと
して、新規加入１件あたり5,000円の報奨金を町会(自治
会)に交付。

・町会、自治会加入勧奨支援事業。泉佐野市町会連合会を
構成する町会(自治会)が行う加入勧奨活動に、要請に応じ
て市の部課長級職員が支援員として同行する事業。

泉佐野市

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケート及び各市のHP等に基づき市町村局で作成
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市内消費喚起、キャッシュレス決済の推進によりまちの活
性化につながるデジタル地域通貨「マチカネポイントアプリ
」の運用。
アカウント登録者数約１２万人、令和６年度はチャージ

（１人あたり５万円上限、チャージ額に5％のプレミアム付
与。総額10億5千万円）及び決済還元キャンペーン（店舗で
の利用額に対し20％還元。上限2,000円）を実施し、
いずれも年度途中で予算の上限
到達により終了した。

豊中市
・地域課題の洗い出し、共有、解決方策の検討のため、地域活
動の活性化に向けたワークショップを実施
(令和６年度までに19校区実施)

・地域と学生がともに対話、課題解決の提案、提案内容の実践
を行う「まちづくり検討会議」を実施
(令和６年度までに５校区実施)

茨木市

その他地域活性化の取組

大阪市を除く府内42市町村に実施した市町村アンケート及び各市のHP等に基づき市町村局で作成



３．消費生活センターの共同処理
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

1,375 1,490 1,580 1,603 1,627 1,717 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721

(77.6%) (86.1%) (91.4%) (93.1%) (94.5%) (99.8%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

379 525 636 725 773 814 862 932 1,019 1,084 1,083 1,095 1,116 1,118 1,132

348 462 536 577 601 622 647 660 691 724 727 726 729 732 733

31 63 100 148 172 192 215 272 328 360 356 369 387 386 399

996 965 944 878 854 903 859 789 702 637 638 626 605 603 589

989 959 939 869 843 893 849 783 694 635 637 626 605 603 588

7 6 5 9 11 10 10 6 8 2 1 0 0 0 1

396 241 148 119 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(22.4%) (13.9%) (8.6%) (6.9%) (5.5%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

1,771 1,731 1,728 1,722 1,722 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721

うち単独設置

広域連携

相談窓口未設置の市区町村数

(未設置率)

（参考）市区町村数

相談窓口設置の市区町村数

(設置率)

うちセンター設置

うち単独設置

広域連携

うち相談窓口設置

●平成２７年に相談窓口の設置率は100％となり、政令市を除く全国1,721市区町村のうち225市区町村が
広域連携により設置（広域でのセンターが215、広域での相談窓口が10）

⇒広域連携による設置率 約13.1％

●令和５年では、政令市を除く全国1,721市区町村のうち400市区町村が広域により設置

⇒広域連携による設置率 約23.2％

市区町村（政令市を除く。）における相談窓口（消費生活センターを含む。）の設置状況

全国の消費者行政の広域連携の状況

出典：消費者庁 令和５年度地方消費生活行政の現況調査
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大阪府内の消費生活センター（相談窓口）の設置状況
市町村 設置状況

受付曜日
相談時間

月 火 水 木 金 土

豊
能

豊中市 豊中市立生活情報センターくらしかん ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:00～17:00

池田市 池田市立消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:30～16:00

箕面市 箕面市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ― 10:00～15:00

豊能町 豊能町住民部住民人権課 ○ ○ ― ○ △ ー
10:00～16:00
（金曜のみ）

10:00～13:00

能勢町 消費者相談窓口 ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:00～17:00

三
島

吹田市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:00～17:00

高槻市 高槻市立消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ―
9:00～12:00

13:00～17:00

茨木市 茨木市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ △
9:00～16:30
（第２,４土曜）
9:00～12:00

摂津市 摂津市消費生活相談ルーム ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:00～17:00

島本町 島本町消費者相談 ○ ― ○ ― ○ ― 10:00～12:00

北
河
内

守口市 守口市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:00～16:30

枚方市 枚方市立消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:30～16:30

寝屋川市 寝屋川市立消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～16:00

大東市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ―
9:00～12:00

12:45～17:00

門真市 門真市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ △
（平日,第2,4土曜）

9:30～12:00
12:45～16:30

四條畷市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ―
10:00～16:00
（木曜のみ）

10:00～12:00

交野市 交野市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:30～16:00

中
河
内

八尾市 八尾市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ ― 9:00～17:00

柏原市 柏原市消費生活センター ○ ○ ― ○ ○ ― 10:30～16:00

東大阪市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ － 9:30～16:00

各市町村のホームページ等を基に大阪府市町村局にて作成
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大阪府内の消費生活センター（相談窓口）の設置状況

各市町村のホームページ等を基に大阪府市町村局にて作成

市町村 設置状況
受付曜日

相談時間
月 火 水 木 金 土

南
河
内

富田林市

富田林市消費生活センター
（事務協定による広域連携）

○ ○ ○ ○ ○ －
9:00～12:00

13:00～16:00

（太子町）

（河南町）

（千早赤阪村）

河内長野市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ － 10:00～16:00

松原市 松原市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ －
10:00～12:00
13:00～17:00

羽曳野市 羽曳野市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ －
10:00～12:00
13:00～16:00

藤井寺市 藤井寺市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ －
10:00～12:00
12:45～16:00

大阪狭山市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ －
10:00～12:00
12:45～16:00

泉
北

堺市 堺市立消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ － 9:00～17:00

泉大津市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ － 13:00～16:00

和泉市 和泉市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ － 9:00～17:15

高石市 高石市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ － 9:00～16:45

忠岡町 忠岡町消費生活相談 － ○ － － ○ － 13:00～16:00

泉
南

岸和田市 岸和田市立消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ －
10:00～12:00
13:00～16:00

貝塚市 消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ －
10:00～12:00
13:00～16:30

泉佐野市 泉佐野市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ － 9:00～16:30

泉南市 泉南市消費生活センター ○ ○ ○ ○ ○ －
10:00～12:00
13:00～16:00

阪南市 阪南市消費生活センター ○ ○ ○ － ○ － 13:00～16:00

熊取町 熊取町消費生活センター △ ○ ○ ○ ○ －
（月曜は第1,3のみ）

13:00～17:00

田尻町 相談スペース『ほっ…と。』 ○ － － ○ － －
10:00～12:00
13:00～14:30

岬町 消費者相談 － － － － △ －
（第2金曜のみ）
13:00～16:00
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全国と大阪府の広域連携による設置率の比較

●令和５年では、政令市を除く全国1,721市区町村のうち
400市区町村が広域により設置

⇒広域連携による設置率 約23.2％

●政令市を除く大阪府内の41市町村のうち
4市町村が広域により設置

⇒広域連携による設置率 約9.8％

※富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村による１事例のみ

大阪府の広域連携による
消費生活センター（相談窓口含む）の

設置率は、全国と比較して半分以下

全国

大阪府
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地方自治法上の広域連携

1

（参考）地方自治法上の広域連携

連携協約
協議会

（管理執行）
機関等の
共同設置

事務の委託
事務の
代替執行

一部事務
組合

広域連合

位置づけ 地方公共団体相互間の協力 地方公共団体の組合

連携
イメージ

組織

法人格なし

独立した法人格あり
ー

構成団体職員が処理
※機関なし

構成団体職員が処理
※機関あり

受託団体（A）が
事務を処理

（A）が（B）の
事務を処理

法律効果の帰属 ー 各構成団体 各構成団体 受託団体（A） （B） 一部事務組合 広域連合

手続

設置・解散
規約改正

①関係団体の協議、規約作成（設置時のみ）
②関係団体の議会の議決
③知事への届出

①関係団体の協議、規約作成
（設置時のみ）

②関係団体の議会の議決
③知事の許可（解散は「届出」）

課題
別途、事務の
委託等の手続
が必要。

責任の帰属が問わ
れやすい事務には
不適。

指揮命令系統が
不明確になる可能
性。

委託団体は、権限を
喪失。受託団体は全
責任を負う。

管理執行と事務処理
の結果の責任所在が
不一致。

構成団体は権限
行使不可。
機動性に乏しい

一組とほぼ同様。

活用事例
・廃棄物（し
尿以外）の
処理

・豊能地区教職
員人事
・泉州北部小児
救急医療

・広域まちづくり課
・広域福祉課
・介護認定審査会

・埋蔵文化財に
係る事務
・し尿処理事務

・簡易水道
・大阪南消防
・泉北環境整備
施設組合

・大阪府後期高
齢者医療
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広域連携による実施のあり方（巡回方式）

A市
相談窓口

月曜・火曜
相談員配置

B市
相談窓口

C町
相談窓口

水曜・木曜
相談員配置

金曜
相談員配置

相
談

助
言
・
あ
っ
せ
ん

相談

助言・あっせん助言・あっせん

相談

巡回

巡回

巡回

情報提供
啓発

情報提供
啓発

情報提供
啓発

住民

＜巡回方式＞ 【想定される形式】
・連携協約（地方自治法第252条の２）
・協議会（地方自治法第252条の２の２～

第252条の６）
・事務協定

【方式の概要】
広域連携を構成する市町村（構成市町村）が、共同

して消費生活相談員を雇用する（NPO等への委託も
含む）。共同して雇用された同一の消費生活相談員が、
各構成市町村を巡回して相談業務に当たる。各構成市
町村は、住民に対する情報提供・啓発を行う。

【住民のメリット】
単独では相談員を配置することや消費生活センター

を設置することが困難な市町村の住民であっても、専
門の相談員のによる相談を受けることができる。また、
住民は、曜日を問わず同一の消費生活相談員に相談す
ることが可能。

平成27年３月 消費者庁「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」
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広域連携による実施のあり方（相互乗入方式）

A市
相談窓口

月曜・金曜
相談員配置

B市
相談窓口

C町
相談窓口

水曜・木曜
相談員配置

火曜
相談員配置

情報提供
啓発

情報提供
啓発

情報提供
啓発

助
言
・
あ
っ
せ
ん

相
談

助言・あっせん 助言・あっせん

相談 相談

相互連携相互連携

相互連携

住民

＜相互乗入方式＞ 【想定される形式】
・連携協約（地方自治法第252条の２）
・協議会（地方自治法第252条の２の２～

第252条の６）
・事務協定

【方式の概要】
構成市町村がそれぞれ消費生活相談員を雇用し、そ

れぞれの相談窓口に配置する（NPO等への委託も含
む）。各構成市町村の窓口は、当該市町村の住民から
の相談のみならず、他の構成市町村の住民からの相談
についても受け付ける。各構成市町村は、住民に対す
る情報提供・啓発を行う。

【住民のメリット】
単独では複数曜日に窓口を開設することが困難な市

町村の住民であっても、より多くの曜日に専門の相談
員による相談を受けることができる。また構成市町村
の住民は自らの住む地方公共団体の窓口で相談しにく
い場合には、他の地方公共団体の窓口で相談すること
も可能となる。

平成27年３月 消費者庁「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」
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広域連携による実施のあり方（事務組合方式）

B市
相談業務

A市
相談業務

C町
相談業務

D消費生活センター（一部事務組合）

月曜～金曜 相談員配置

情報提供
啓発

相談
助言・
あっせん

◎特別地方公共団体（別法人）を設置
◎消費生活相談業務等は一部事務組合に引き継ぎ・共同処理

相談
業務

＜事務組合方式＞ 【想定される形式】
・一部事務組合（地方自治法第284条～291条）
・広域連合（地方自治法第284条、

285条の２、291条の2～291条の13）

【方式の概要】
構成市町村が共同して「特別地方公共団体」を設置

の上、消費生活相談や情報提供・啓発に係る事務を共
同処理するものである。この場合、消費生活相談員は
「特別地方公共団体」が雇用、配置し、当該一部事務
組合共通の窓口で相談対応をすることとなる。

【住民のメリット】
単独では相談員を配置することや消費生活センター

を設置することが困難な市町村の住民であっても、専
門の相談員のによる相談を受けることができる。

平成27年３月 消費者庁「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」



広域連携による実施のあり方（中心市町村集約方式）

★ 中 心 市 ★
A市

消費生活センター

月～金曜 相談員配置

C町
相談窓口

B市
相談窓口

情報提供
啓発

情報提供
啓発

情報提供
啓発

相互連携

相談 相談

助
言
・
あ
っ
せ
ん

相
談

高度な相談案件は
中心市に集約

（対処困難な相談は中心市の
A市と協力して対応）

（対処困難な相談は中心市の
A市と協力して対応）

【想定される形式】
・連携協約（地方自治法第252条の２）
・協議会（地方自治法第252条の２の２～

第252条の６）
・事務の委託（地方自治法第252条の14～

第252条の16）
・事務の代執行（地方自治法第252条16の２～

第252条の16の4）
・事務協定

【方式の概要】
構成市町村のうち、中心となる市町村の広域的対応

窓口に消費生活相談業務を集約する。「中心市町村集
約方式」には、中心市町村に完全に集約した上で相談
業務を実施する方法と、中心となる市町村以外の構成
市町村も相談業務を継続し、専門性の高い相談を始め
自前で対処困難な相談については中心市町村と協力し
て対応する方法がある。
いずれの方法も単純に窓口を紹介するにとどまらず、

確実に中心市につなぐように努めなければならない。
また、中心市町村、周辺市町村ともに住民に対する

情報提供・啓発を行う。

【住民のメリット】
単独では相談員を配置することや消費生活センター

を設置することが困難な市町村の住民であっても、専
門の相談員による相談を受けることができる。

＜中心市町村集約方式（周辺自治体継続型）＞

平成27年３月 消費者庁「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」 24
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南河内１市２町１村による連携事例

千早赤阪村

情報提供
啓発

河南町太子町

富田林市消費生活センター

月曜～金曜 相談員配置

事務協定

相談
助言・
あっせん

相談 助言・
あっせん

相談
相談

助言・
あっせん

助言・
あっせん

相談
業務

＜中心市町村集約方式（完全集約型）＞ 【連携のあり方】
・事務協定

【連携開始時期】
平成28年４月１日～

【方式の概要】
構成市町村のうち、中心市町村である富田林市に消

費生活相談の広域的対応窓口（富田林市役所２階）を
設置し、構成市町村内の消費生活相談や情報提供・啓
発に係る事務を共同処理する。
消費生活相談に係る経費（消費生活相談員賃金、研

修参加費、旅費、共済費、消耗品費、通信運搬費、機
器使用料など）は、構成市町村が負担。
事務協定の協定期間は１年、構成市町村から解除の

通知がない場合は、協定期間を自動更新。
富田林市消費生活センターに関する業務等について

条例等を制定及び改廃する場合には、あらかじめ構成
市町村長に通知する。



消費生活センターの広域連携の効果・課題

出典：2013年8月 消費者委員会地方消費者行政専門調査会 資料11 26


